
経由更新
更新時に優良運転者講習・一般運転者講習を受講予定の方は、

他都道府県公安委員会を経由して更新申請をすることができます。

１　申請期間

　・　運転免許証のみ保有又は２枚持ちの方

　　　誕生日の１か月前から誕生日まで

　　　（誕生日が土曜、日曜、祝日に当たるときはこれらの日の前日まで）

　・　マイナ免許証のみをお持ちの方

　　　誕生日の１か月前から免許証の有効期間の末日まで

　　　（誕生日が土曜、日曜、祝日に当たるときはこれらの日の前日まで）

　　　　※免許情報の書換えを経由地の公安委員会で受けたい旨を申し出た方）

２　手続きができる方

　・　優良・一般運転者の方

　　　（高齢者講習受講済みの方も優良又は一般運転者であれば申請できます。）

　　　※次の方は優良・一般運転者の方であっても手続きできません。

　・　免許証が紛失、汚損、破損等によって確認できない方

　・　本籍・住所・氏名等に変更がある方

　・　免許証に身体の状況に応じた条件を付されている方

　　　（眼鏡等・補聴器等の条件を除く。）

　・　前回失効（期限切れ）手続きをした方

３　申請手続場所・受付時間

　　 佐賀県運転免許センター（0952-98-2220）

　　 平日　午前９時30分から10時00分まで

　　　　　 午後１時30分から２時00分まで

４　手続きに必要なもの

　・　運転免許証又はマイナ免許証（２枚持ちの方はその両方）

　・　更新通知書（「運転免許証等更新のお知らせ」はがき）

　・　免許用写真１枚

　　　６か月以内撮影、縦３㎝×横２．４㎝、無背景、上三分身

　　　免許証に使用できないときは再提出となります。

　・　経由更新手数料：住所地の都道府県の収入証紙等

　　　※都道府県によっては振込となる場合もありますので住所地の公安委員会へお問い合わせ下さい

　・　経由申請手数料（佐賀県運転免許センターで支払い）

　・　更新時講習手数料（佐賀県運転免許センターで支払い）

免許証の住所が佐賀県以外で、佐賀県で運転免許の更新を希望される方



　・　郵送交付手数料（希望者のみ、佐賀県運転免許センターで支払い）

　・　高齢者講習修了証明書

　　　※外国人の方は他に資料が必要になります。。

詳しくは、佐賀県運転免許センターにご連絡ください。

手数料の詳細

※１…住所地の免許センター等で更新手続きをしてください。

※２…住所地で免許情報記録が必要になるため、住所地での更新をおすすめします。

※３…住所地で免許情報記録抹消が必要になるため、住所地での更新をおすすめします。

※住所地の免許センター等で更新手続きをしてください。

会場受講 500円 800円

オンライン 200円 200円

更新時講習手数料（佐賀県運転免許センターで支払い）　※佐賀県収入証紙

優良講習 一般講習

２枚持ち 750円 1700円 750円

免許証のみ 750円 ※ ※

マイナ免許証

のみ
※ 1700円 ※ 750円 ※

2850円

※２

経由申請手数料（佐賀県運転免許センターで支払い）　※佐賀県収入証紙

免許証のみ
経由地で書換え 住所地で書換え

マイナ免許証のみ ２枚持ち マイナ免許証のみ ２枚持ち

２枚持ち
2750円

※３
1000円 2500円

1950円

※２

※１ ※１

マイナ免許証

のみ
※１ 1000円 ※１

1950円

※２
※１

免許証のみ 2750円

経由更新手数料（住所地の収入証紙または納入済み証明書類）

免許証のみ
経由地で書換え 住所地で書換え

マイナ免許証のみ ２枚持ち マイナ免許証のみ ２枚持ち


